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論

倶

柴

部

曲

論

第
二
十
四
番

銘
凹
挽

>、

四

議

倶

税

論

柴

部

一刺

戸

緒
江
田
(
本
論
白
目
的
)

A 

五ミ

古住

角1

fX 
ヨ三
位
及
1)( 側
副 操
伯 尚1;
1t!; ，IE 
注 目
(τ)本
'JI; ~量
判 (
質(ー}
(A) Jt. 
4Ji".会b
t:.. 1:州I
き(二)
臨 其
(い)高弘
前 進
g， (A) 
枕 説i
(る)事応
者 物
i多判
枕(い〉
(は)J¥ 
娘 杭
措 柚
Z量 tサ

(に)抽
出15 間
耐(る)
的 i自
主s 柚
f多 (J~
Z量 4屯
(B)問
守子 (B) 
あ 謀
る 草枯
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(い)中
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桜 揖
枕 串
か (D)
問 租
t~ 枇
不信 ~l 
か 値

(ろ)(E) 
時 謀
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器官

稲
)

第
一
段
刷
出
端
部
枕
の
長
担
(
寸
公
平
謀
枕
上
川
仙
台
品
川
冊
目
上
川
略
式
L
L
川
北
一
山
所
一
川
桂
質
上

ω鞠
山
臨
ん
怜
上

ω則政
則
収
入
上
山
内
共
同
昌
一
町
一
山
民
短

M
U阿
川
崎
畑
山
上
州
共
日
北
町
一
川
丸
山
肌
h

制
的
な
る
も
の
一

wu一
前
日
制
的
な
る
も
の
小
川

uZ所
一
川
副
合
政
策
上
川
共
H
K
庁
間
山
山
其
一
地
所
同
文
化
政
拍
車
上
山
山
E

R

判
所
別
主
魁
所
刈
謀
桔
技
術
上
M
A
人
民
負
据
上
川
町
其
長
所
副
立
短
所
)

(

(

{

(

 

結
論
(
全
文
の
弾
旨
)

緒

日

近
頃
は
我
凶
に
て
も
、

稼
「
に
逗
着
〈
貧
乏
な
し
ご
い
ム
諜
に
往
か
す
、

一
党
び
有
も
た
る
仕
事
も
失
は

人
以
間
々
働
げ

生
活
維
が
太
し
(

ど
も
働
け
ど
も
貧
乏
に
迫
は
れ
通
ほ
し
、
働
か
う
ご

L
て
も
働
〈
に
場
彪
な
〈
、

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
い
ふ
こ
芭
に
な

h
、
而
hr
も
之
を
救
円
げ
助
く
べ
き
家
族
乃
至
親
族
の
開
係
は
盆
々
稀
薄
己
な

晶、



ι
リ
つ
、
も
あ
っ

τ、
国
及
地
方
副
館
は
之
に
代
っ
て
之
が
救
済

ω柏
崎
め
の
刑
曾
的
施
設
を
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

↓
」
記
、
な
っ
て
居
品
。
然
る
に
他
方
、
此
の
陛
川
中
に
は
、
有
り
依
っ
た
資
財
を
抱
い
て
、
悠
々
ご

L
て
自
治
す

る
所
の
有
閑
階
放
が
ゐ
'
り
‘
多
少
活
動
は
す
る
が
併
し
共
伶
暇
士
以
て
布
閑
階
級
に
準
じ
た
娯
楽
及
刑
交
を
匁
す

が
あ
る
o

新
〈
て
岡
又
は
地
方
図
鰻
ご
し
て
、
前
り
山
胸
、
き
階
級
を
救
済
す
る
ご
同
時
に
、
他
方
・
此
有
力
な
る
階

絞
り
者
仁
特
別
の
誠
税
を
柏
崎
す
の
が
迎
蛍
で
は
な
い
か
ピ
内
成
を
起
き
し
む
る
。
そ

L
て
立
の
有
閑
階
殻
及
準
引

閑
階
級
の
も
つ
享
梨
の
中
に
就
き
て
も
、
飲
酒
、
喫
煙
・
骨
牌
、
織
物
、
砂
糖
、
瑚
瑚
、
茶
、

狩
獄
な
ド
と
に
は
闘

税
消
費
枕
(
内
闘
枕
か
閥
枕
か
)
が
誠
せ

ιれ
い
、
仙
叩
市
午
、
乗
馬
、

石
劇
、
避
典
、
議
妓
な
ど
に
は
地
方
枕
が
謀
せ
ら

れ

τ居
る
け
れ
ど
も
・
ま
に
倶
楽
部
を
作
っ
て
閑
消
し
を
行
ふ
も
の
に
は
課
税
を
し
て
居
ぬ
。
夫
の
有
術
者
準
有

附
者
枕
Z
じ
で
は
、
日
正
を
こ
そ
課
税
し
た
い
ご
思
は
る
、
的
に
.
之
を
逸
し
て
居
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
正
せ
ら
る

る
O

然
る
に
仰
凶
に
は
夙
仁
此
が
行
は
れ
て
、
或
皮
ま
で
成
功
し
て
居
る
に
就
い
て
は
、
之
を
我
闘
に
も
移
L
て

は
何
う
か
ご
思
は
る
、
に
図
っ
て
、
伐
に
之
に
つ
い

τ設
逃
論
評
し

t
見
る
の
も
無
用
で
は
ゐ
る
ま
い
o
特
に
此

に
つ
い
て

ω会
考
文
献
は
我
闘
に
は
乏

L
い
の
で

L
b
、
労
々
以
て
之
が
論
議
は
一
層
に
意
義
の
あ
る
事
で
な
け

れ
ば
な
ら
肉
。

第
一
段

倶
山
梨
部
税
の
本
側

さへ

~11Il 

議

銘
凹
蹴

ゴL

肌

柴

部

積

論

弟
二

f
凹
谷

ノ、

E 

... 
， ， 



協
同
批

協
一
十
回
品

、
:
一
、

~一
i'

。

4高

謎

供

梨

部

抽

諭

↓
倶
楽
部
税
の
先
例
-
ー
ー
は
之
を
仰
固
に
見
出
す
こ
豆
削
に
も
い
ふ
通
り
で
あ
る
。
仰
闘
で
は
此
が
夙
に
一
入
七

一
年
、
敗
戦
後

ω則
政
の
大
需
要
に
件
』
て
採
用
せ
2b
れ
コ
ル
(
は
地
方
税
で
は
な
く
て
貨
に
倒
税
ご
し
て
採
用
せ

ιれ
、
供
幾
部
員
の
憾
金
(
曾
費
等
)
の
二
割
殺
で
あ
っ
た
c

然
る
に
此
が
一
入
九

O
年
に
は
改
め
ら
れ
て
隙
金
の

日…'"，，，"，…

外
、
曾
場
の
賃
貸
傾
締
官
も
課
税
制
帽
準
正
す
る
こ
己
、
な
り
、
憾
金
入
千
法
及
以
上
に
、
廿
去
の
百
分
二
十
、
時
金

千
乃
至
入
千
法
に
其
何
分
十
、

賃
貸
債
格
問
千
法
及
以
上
に
其
の
百
分
入
、

賃
貸
煩
格
二
千
法
未
満
に
北
(
百
分
二
ご
し
た
。
日
帰
が
此
が
一
人
九
七

醜
金
三
千
法
未
満
に
北
五
百
分
五
。

賃
貸
債
格
二
千
乃
至
四
千
法
に
立
(
百
分
凹

年
一
九
一
六
年
に
真
に
改
め
ら
れ
て
、
合
員
械
金
年
制
八
千
法
ま
で
に
年
枕
百
分
十
二
宇
、

八
千
法
以
上
二
高
法

ま
で
に
年
枕
百
分
二
十
五

二
高
法
以
上
年
税
山
分
五
十
を
割
問

L
、
曾
旧
制

ω賃
貸
債
格
四
千
法
を
超
へ
ぎ
る
部
分

り

今
1:，J 
11 
行四
11 千
れ法
て乃
居ず
る ノL
ZES〉千
~ i，去
、Eω

段
階

Ji 
31-

入

r法
以
上
の
加
分
に
百
品
川
二
十
を
却
附
す
る
二
吉
、
な

に
百
分
五
、

山
岳
棚
幽
と
は
之
に
却
し
人
市
枕
白
代
リ
と

L
C
本
枯
の

U
分
間
十
以
内
、
地
心
心
附
州
批
九
世
許
1
、
別
に
県
川
心
拍
中
に
、
此
に
剣
山
し

た
特
別
枕
と
し
て
、
?
=
ス
、
ゴ
ル
フ
又
は
矧
似
の
娘
操
場
由
民
川
又
は
賃
貸
枯
と
い
ふ
が
あ
る
。

是主

ぺ
J

供
向
調
部
枕
の
僻
地

1

1
此
税
の
先
例
は
上

ω
如
〈
で
あ
る
が
、
備
て
之
を
設
る
ご
し

τ如
何
に
構
成
す
る
か
ご

い
ふ
の
に
、

A
課
税
物
件

Ile団a凱削叫u叶Jlie
No削u町Y吋e目a山ud出ictiいO川nn】川na引叩"問1噌ed'eιco川no白且臥即削mep。叫liti叫qu凹1犯e. 2 e剖d.If. p.-32 町¥V、aagne町r.
Fw. III. S. 782 日1日l日1川ns止，ki"Di旧eLu川lηはx【lIS目st阻eue町r.5. 2日2.Gr目λaf，Das P印 olem
~~T (1IXl1Sste'nern. S. 191. pclu侃e，Steuern. D. T. S・346.Heckel. Fw. 
II. S. 2.91. Zeller， J?ie~-A~fw孔nctsteuern・ (Schönber巨 's }ib. 4 Auft. JII-
i:j S: 6oS. Mamrolh & Eheberg， LuxlJsste【lern. (Conrad 's Hwb. 3 

1) 



い
某
積
極
的
範
囲
ー
ー
は
倶
楽
部

談
話
其
他
の
娯
楽
L
q
渇
す
も
の
ど
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
刑
交
叉
は
娯
楽
の
目
的
を
以
て
一
定

ω土
地
家
屋
を
使

郎
も
多
人
数
の
者
が
共
同
[
τ

一
定
り
集
曾
の
場
所
を
有
も
、
共
に
て

用
す
る
人
の
図
館
正
ず
る
。
勿
論
共
使
用
す
る
土
地
建
物
は
彼
等

ω共
布
仁
属
す
る
ピ
賃
借
に
か
、
る
ご
を
問
は

ア
-
一
月

的
制
(
健
二
)
O

ま
た
此
仁
て
狭
義
の
供
楽
部
ゆ
み
な

ι中
、
乗
馬
、

f

ル
フ
、
等
々
の
北
(
を
も
合
め
て
も
良

ぃ
。
此
は
課
税
上
の
使
宜
に
従
ふ

τ如
何
慌
に
も
税
法
で
定
め
得
る
c

{
詰
ニ
)

r
i
n
J
ユ

1
口
、
此
例
刷
出
部
を
、
市
中
に
古
，
O
し
で
も
引
山
布
が
鼎
ワ
て
談
話
、

d
k
H
、
飢
捕
す
る
集
合
の
場
所
と
必
ず
凶

)
 

hw消
極
的
範
囲
|
|
正

L
τ
は
皐
抑
制
町
、
慈
善
の
目
的
を
布
つ
正
認
め
ら
品
、
も
の
を
指
摘
し
1
然
る
べ
き
で

あ
る
(
位
三
)
O

併
し
此
は
伶
位
厳
格
に
せ
m
H
E
、
此
目
的
を
鋭
校
し
て
辿
枕
す
る
も
の
を
生
守
る
o

品
川
税
の
注
意
を

要
す
る
。

(
註
三
)

現
に
仙
圃
に
で
も
大
世
事
術
且
訟
岳
協
曾
が
除
外
さ
る
t
A
G

討
し
〈
い
ふ
と
、
池
山
官
、
川
正
扶
助
曾
、
阜
、
b
早
川
主
謀
農
業
苦
車
内
泊

め
山
協
合
定
年
出
川
、
の
払
合
を
拍
た
ざ
る
だ
け
に
て
)
、
臨
時
射
的
町
制
習
の
命
軒
、
強
制
的
な
る
平
人
命
も
抱
桔
さ
る

L

何
課
税
制
帽
準

1
l
t
し

τは
曾
員

ω械
金
(
曾
設
及
共
他
の
寄
附
金
)
の
額
正
、
其
曾
川
制
の
賃
貸
倒
格
三
一
の
も

の
を
幅
増
ょ
の
が
正
賞
で
あ
b
、
北
(
の
何
れ
か
一
の
み
に
依
る
ご
き
に
は
逃
る
、
こ
ご
あ
る
べ
き
も
の
を
摘
む
の
に

必
要
で
も
あ
る
o

曾
員
の
鳩
金
の
み
で
は
非
表
現
的
の
も
の
に
か
ら
逃
け
ら
れ
易
く
‘
賃
貸
煩
格
は
表
現
的
で
外

か
ら
梱
み
易
い
け
れ
ど
も
、
此
仁
け
だ
正
、
又
此
に
現
は
る
、
以
外
の
山
費
を
逃
が
す
こ
正
、
も
な
る
o

夏
仁
進

諭

議

倶

幽

端

部

揖

諭

第
二
イ
刺
在

，、

七

町
附
問
肱
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部
ニ
十
問
を

第
四
班

前

t世

倶

融

問

部

柚

諭

ノ、

八

ん
で
考
ふ
る
ご
‘

此
こ
の
も
の
な
全
健
の
大
き
仁
於

τ楳
準
ご
し
差
等
ゐ
る
税
率
・
を
通
用
し
た

ωで
は
組
に
渇
向
、

る
嫌
が
ゐ
る
o

精
密
に
い
ふ
な
ら
は
、

先
づ
以
f
L

之
を
調
べ
た
上
に
て
麗
ら
に
曾
員
の

一
人
嘗
h
J
の

酸

金

の

大

、

共

σ

一
入
賞
'
り
の
賃
貸
債
務

ω大
き
を
定
め
工
、

tj大
小
に
勝
じ
て
差
等
ゐ
る
楳
税
率
を
、
右
の
課
税
棋
準
に
趨

用
す
る
-
=
」
、
す
べ
き
で
ゐ
る
ω

夫
の
怖
金
f
o
h
賃
貸
債
務
が
大
〈
て
も
曾
員
数
が
多
レ
な
ら
ば

酸
金
及
賃
貸

耐
明
特
は
之
仁
比
[
小
で
め
っ
て
も
食
員
数
の
少
き
も
の
よ
'
り
も
、
能
力
割
合
仁
小
な
る
こ
ご
が
間
々
之
め
る
か
ら

で
あ
る
。

ハ
日
枕
率
|
|
正
し
工
は
比
例
率
で
は
物
足
ら
ぬ
。
況
や
定
額
税
、
階
級
税
で
は
倫
兎
ら
不
満
足
で
あ
る
。
累
準

議
・
を
泊
用
す
る
の
が
還
な
べ

L
Z
し

τ、
借
て
其
川
県
進
も
、
醸
金
の
金
額
ゃ
、
賃
貸
便
絡
の
金
額
や
の
太
古
に
よ

り
て
差
等
を
附
け
や
，
、
合
員
一
入
賞
り
の
此
等

ω
も
の
、
大
苫
に
よ

h
て
差
等
を
附
け
る
の
が
留
一
ま
し
き
こ
ご
は

前
市
引
に
も
い
ふ
通
b
で
ゐ
る
(
品
凶
)
。

マ
ム
ロ
l
l
H
A
ェ
l
Jベ
ル
じ
は
、
合
貝
の
賦
金
に
劃
す
る
冴
一
蜘
申
例
之
官
分
一
エ
ー
は
、
皿
山
知
部
山
大
さ
、
削
能
川
凧
招
勢
。
同
時
る
に
封
し

疑
川
と
な
る
。
む
し
ろ
梢
多
自
殺
棋
に
分
つ
を
得
筑
と
す
と
佑
す
。

(
陸
回
)

町
租
税
主
健

|
l印
ち
納
枕
義
務
者
は
供
集
部
ご
す
る
が
似
で
あ
る
(
苦
)
O

曾
員
に
課
し
た
い
の
で
は
あ
る
が

其
引
で
は
課
税
技
術
上
面
倒
に
池

5
る
か
ら
採
る
ニ
三
を
君
。
ま
た
倶
楽
部
に
課
す
る
の
で
も
維
が
て
曾
具
に

時
嫁
せ
ら
れ
る
こ
ご
が
出
来
て
、
本
来

ω目
的
に
通
う
こ

E
を
得
品
。

1 _CS impot5 el: F:~:ance. 2 ed・p.8~':... Ehebe~~ ， Fw. 18， & 19 A~]~. s. 513 
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怖
闘
法
に
て
も
、
但
融
市
部
を
義
務
者
と
鵠
L
、
倶
措
部
心
盟
事
又
は
合
計
が
之
を
代
査
す
と
し
て
居
る
叫

(
位
五
}

何
課
税
構
の
主
惜
H
A
牧
額
の
使
途
|
1
1
此
加
の
枕
は
英
性
質
上
、
闘
税
ど
す
る
よ
り
は
、
地
方
税
ピ
錯
し
、
且

つ
地
方
費
に
充
つ
る
ご
し
て
も
、
特
に
目
的
枕
ど
し

τ一
枇
曾
事
業
資
金
に
供
す
る
の
が
過
賞
ご
せ
ら
れ
る

2
3。

倶
楽
部
税
金
捻
ふ
も
の
に
於
て
、
此
牧
額
が
枇
曾
救
済
事
業
に
充
て
ら
る
る
こ
己
を
見
る
ご
き
に
一
一
層
携
ひ
易
い

E
V
ふ
こ
ぜ
が
ゐ

h
、
そ
し
て
倶
楽
部
普
及
の
度
合
は
全
国
一
様
で
な
く
、
地
方
に
よ
り
特
仁
郁
郁
に
よ
り

τも

大
に
異
る
か
ら
.
会
図
的
に
行
ふ
の
に
は
不
↓
公
平
の
も
の
ご
い
ふ
嫌
も
ゐ
る
(
註
じ
)
0

シ
ェ
フ
レ
!
位
、
批
』
後
枕
は
地
主
的
議
基
金
時
に
師
せ
し
む
る
を
可
と
す
3

と
い
ふ
て
肘
る
。

(
陸
穴
)

(
陸
士
)

此
柑
を
も
込
め
た
山
山
〈
者

mv的
泊
先
山
雄
に
つ
き
、
シ
ェ
フ
レ
ー
は
、
之
圭
地
方
に
任
か
す
洲
山
と
し
て
三
由
も
山
を
川
端
げ
て
肘
る
o

一

は
此
心
如
き
枯
に
於
て
、
組
枇
此
筑
山
艇
に
考
恭
せ
ら
る
h

剛
家
静
禁
止
凶
日
約
が
到
る
臨
に
同
一
度
に
て
存
し
な
い
と
と
、
一
に
は
之
が
前
史

者
計
地
占
砲
怖
に
二
度
容
易
に
僻
知
せ
ら
る
弘
己
と
、
一
二
に
は
誕
っ
た
地
方
に
於
け

zv者
格
的
所
市
が
特
段
な
る
制
借
力
を
同
一
山
に
て
示
さ
な

〉白

い
こ
と
だ
と
し
て
肘
り
、
ペ
フ
フ
品
ル
ヂ
ス
も
、
者
静
松
?
骨
日
的
刊
行
は
地
主
枇
に
て
一
一
昨
品
〈
行
は
る
と
す
る
ω

三
倶
幾
部
税
の
性
質
1

1
如
何
ご
い
ふ
什
に

は
い
守
な
き
納

l
lは
此
が
い
い
一

ω消
費
税
に
ご
い
ふ
こ
乙
で
あ
る
。
人
が
供
礎
部
を
作
ha
維
持
す
る
こ
ご
に
件

ふ
的
投
に
、
特
別
的
能
力
を
認
め
て
謀
す
る
も
の
で
あ
る
。

hmそ
し
て
此
が
其
の
中
り
脊
修
枕
た
る
こ
ご
も
異
論

が
な
い
。
此
供
礎
部
を
も
っ
噂
」
互
が
高
人
に
普
通
の
こ
正

r
zい
ふ
ま
で
に
な
れ
ば
此
税
が
脊
修
続
ピ
は
苫
れ
難

νけ
れ
ど
も
、
今
日
の
彪
で
は
ま
だ
此
が
一
部
有
閑
人
準
有
閑
人
の
専
有
に
崩
す
る

vh
日
に
て
一
の
脊
修
的
消
費

i繭

議

山
品
川
娘

但

製

部

時

論

第
三
十
凶
寄

，、
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第一一

f
m容

部
川
抗

~J;l 

諭

議

供

集

部

結

論

川
町
或
は
之
を
一
一
ω
娯
楽
枕
正
も
い
ふ
を
得
る
。
凱
中
謹
慈
善
な
H

と
の
目
的
の
も
の
を

を
課
す
る
も
の
芭
し
て
良
い
。

除
外
す
る
に
於

τ
一
府
然
り
ど
す
べ
き
で
あ
る
。
尤
も
此
は
普
通
り
娯
楽
枕
一
畑
山
仙
の
機
曾
毎
に
取
る
所
の
機
曾

税
、
従
率
枕
で
あ
る

ω
に
謝
L
て
、
長
帳
枕
で
あ
h
定
期
税
で
あ
り
、
恒
久
此

ω税
で
も
あ
る

O
K戒
は
之
を
精

神
的
脊
修
一
千
す
る
仁
至
っ
て
は
、
寿
町
修
は
ん
ぺ

t
物
質
的
だ
ご
い
ふ
て
反
鳴
門
も
出
来
る
が
、
此
ド
ト
精
一
脚
的
高
喜
一

ご
い
ふ
の
が
、

物
質
的
な
脊
修
に
精
跡
的
の
意
味
ゐ
る
も

ω
正
解
す
引
は
、

其
れ
で
も
良
い
。

B
唱
す
ゐ
る
鮎

川
直
接
税

hr
間
接
税

h
r
1
l
に
つ
い
て
は
或
は
北
(
が
蚤
帳
枕
だ
抑
ら
ご
い
そ
』
ご
か
ら
[
て
碇
接
枕

r
zも

い
へ
る
し
、

使
用
税
、

供
楽
部
の
品
目
場
を
使
用
4
る
枕
ピ
い
ム
貼
か
ら
し

τ庶
接
消
費
税

r
ど
も
い
へ
る
(
註
八
)
O

併
し
此
が
直
接
使
用
者
た
る
曾
員
か
ら
し
て
取
ら
れ
す
、
供
幾
部
を
通
じ
て
取
る
の
で
北
(
附
聞
か
ら
[
て
間
接
消
按

税
村
い
ご
し
て
も
良
h

y

(

計
九
)
O

尤
も
見
様
に
よ
り
て
は
其
供
磯
部
か
ら
取
る
ご
し
て
も
、
廿
日
侭
礎
部
は
部
員
ご
は
別

異
人
で
は
な
く
、
彼
等
の
共
同
に
過
ぎ
向
。
。
倶
楽
部
か
ら
取
る
の
は
部
員
か
ら
取
品
の
芯
同
じ
で
め
る
。
に
か

ら
し
て
此
鮎
か
ら
し
て
も
直
接
消
費
税
に
過
ぎ
十

Z
も
い
ひ
得
る
。

(
腔
八
)
，、
ス

ア

プ
3レ

ヘ
ツ
ケ
λ〆

'" z 
ラ

仙
寺

之
を
m:. 
按
7町
費
草止
と
L 
て

註
U 、

て
f& 
る
。")

(
控
九
)

。

γ
エ
ア
レ

1

は
、
此
交
的
辛
山
訟
の
扮
は
直
接
負
加
の
枇
と
し
て
は
行
は
れ
な
い
の
が
可
い
と
し
て
出
る
。

日
付
特
別
消
費
税
|
|
ご
い
ふ
も
あ
る
が
川
何
に
も
之
を
態
々
、
特
別
取
扱
す
る
に
は
及
ば
凶
。
消
費
税
中

ω
Leon Sn.y， 1. c，ド 22140tz，a a 0.s.488E1eckel，a aOS  29E 
EMberE，a aod目 5i3~'-Í3ela FoJdes， e1)enda. Koppe， Fw. S. 103 
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普
通
の
1
7
瀕
に
従
ひ
工
、
北
(
の
何
れ
か
に
入
れ
る
こ
ピ
が
誇
な
(
出
来
る

Q

第

段

倶
楽
部
税
の
長
短

前
段
、
倶
楽
部
の
何
た
る
か
の
大
陸
を
説
明
し
た
か
ら
、
是
よ
り
此
枕
の
長
短
令
考
察
し

τ、
共
内
採
否
を
決

す
る
の
資
料

Z
L
ゃ
う
。

一
会
卒
課
税
上

A
其
長
所
|
|

川
税
質
上
|
|
似
礎
部
税
は
倶
楽
部
ご
い
ふ
脊
修
的
抑
殺
を
示

ι物
件
を
課
税
物
件

t
L
イ
し
賠
る
か
も
し

て
、
一
の
地
帯
修
消
費
税
正

Lτ
認
め
る
こ
正
が
山
来
る
(
弘
一
C
)
。
英
倶
楽
部
に
入
る
こ
ご
が
一
の
脊
修
的
消
投
己

い
ひ
得
る
し
、

之
が
脊
修
的
消
費

ω場
蕗
の
使
用
を
一
不
し
、
真
ら
に
は
此
慮
に
て
色
々
の
脊
修
的
消
費
を
矯
す
こ

Z
を
も
一
不
す
o

者
修
枕
が
一
般
に
認
め
ら
る
、
な
ら
ば
、
此
枕
も
亦
認
め
ら
れ
得
る
。
遁
例
に
も
之
を
利
用
す
る

人
は
上
流
又
は
少
〈
ご
も
中
等
以
上
の
階
級
の
人
で
机
常
特
別
の
税
を
据
ょ
に
り
の
能
力
ゐ
る
人
々
で
あ
る
。
此

枕
を
抽
阻
ひ
得
る
人
々
で
あ
る
o

或
は
耐
曾
上
巳
む
を
得
十
之
に
入
っ
て
居
る
り
れ
ど
も
、
共
の
質
力
、
経
協
胴
上
の

カ
の
、
仙
の
多
〈
の
之
に
崩
す
る
人
に
比

L
遥
か
に
劣
る
正
い
ふ
こ
正
は
あ
る
o

併
し
裳
ご
て
も
、
此
等
の
能
力

め
る
人
並
み
の
刑
交
消
費
仁
興
か
る
仁
肘
仁

τは
、
能
力
あ
る
人
ご
し
て
取
扱
は
れ
て
も
致
方
も
め
る
ま
い
。
叉

論

叢

第
二
十
四
巷

E 

第
四
蹴

倶

掛

部

程

前

S o a Zeller， a S. 291 Ba，>!able， 1. c. p. 501-2. Heckel， a. a. 0 

605・
SchLiffle， 乱 a.O. S. 265 

Conrad， a. a. O. S. 70. !{討ppc，a. a. O. S. 103 

15) 

16) 

17) 

a‘司



議

倶
咽
暗
部
枕
諭

第
二
十
四
告

第
四
脚

一 ゐ

州市

"-/、

祉
交
的
治
設
は
別
に
強
制
的
り
も
り
で
は
な
〈
‘
人
の
生
存
保
件
に
閲
す
る
の
で
も
な
い
か
ら
し
て
、
之
に
課
税

あ
る
た
め
に
之
を
錦

L
得
ぬ
こ
ど
、
な
る
か
ら
ざ
い
ふ

t
、
立
(
は
不
都
合
だ
、
日
常
盆
上
許
す
ぺ
か
ら
宇
ピ
古
る
川
、

き
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
叉
此
枇
交
供
製
部
が
往
々
に
し
て
下
屠
枇
品
目
り
人
に
も
作
ら
れ
る
こ
ご
が
ゐ
与
、
此

が
課
税
が
此
純

ω人
々
を
苦

L
h
U
る
の
で
問
題
ど
も
な
り
得
る
(
社
一
一
)
け
れ
ど
も
・
併
し
此
場
合
，
と
て
も
・

づr~ 
を

作
ち
得
な
い
人
正
比
し
て
は
、
之
を
作
り
得
る
人
は
、
作
h
，
得
両
人
内
有
た
ぎ
る
能
力
hr
示
寸
評
で
あ

h
、
共
れ

だ
げ
に
於
て
特
別
の
一
成
枕
を
さ
れ

τも
嘗
然
で
あ

h
、
又
此
の
如
き
も
の
に
課
税
し
て
も
、
此
下
山
周
一
枇
融
自
の
人

ω

闘
す
る
限
争
、
其
一
入
賞
。
の
曾
投
も
、

一
人
常
ち
の
賃
貸
債
格
も
、
上
中
流
人
の
作
っ
て
居
る
其
に
比
[
て
は

小
で
あ
る
ぺ
〈
、
随
ふ
て
此
が
税
制
は
低
い
も
の
で
あ

h
、
彼
等

ω
地
へ
ら
れ
ぬ
ご
い
ふ
ほ

Z
の
も

ω
で
は
あ
る

ー、。

J
Z
B
U
W
 

グ
ラ
フ
目
、
凡
べ
て
凶
一
昨
常
一
川
端
部
位
偶
人
ロ
佐
々
に
し
て
油
成
し
が
い
形
に
て
と
は
い
へ
、
一
の
者
樺
だ
と
い

Lτ
良
い
と
い
ふ
で
肘

り
、
シ
品
ア
レ
!
は
、
批
八
人
白
掲
庖
の
削
岩
、
需
現
品
山
不
出
品
』
い
よ
佐
賀
出
掛
枕
」
に
考
雌
に
取
、
b

れ
な
〈
て
H
t
ι
ぬ
と
い
ふ
て
尉
る
町

(佐一

O
)

(
位
二

，A
 

グラ
1
7
u
、
此
蜘
を
出
立
し
、
議
に
鋭
川
ー
と
な
る
心
は
、
此
誌
慮
L
た
者
修
が
桂
々
に
L
て
貧
民
を
も
富
む
と
ド
山
こ
と
だ
と
い

)
 

ろ
形
式
上
|
|
此
枕
の
課
税
棋
準
及
税
率

ω作
h
方
、
定
め
方
の
如
何
に
よ
b
て
、
高
崎
修
税

ω師
皆
に
池
ふ

や
う
に
神
崎

L
得
て
・
公
平
山
り
伶
程
の
度
合
を
達
し
得
る
。
帥
も
北
(
蹴
金
の
一
入
賞
h
額
の
大
小
ご
、
曾
場
の
一
人

265 Schaff!e， a. a. O. S Gra.f. a. a. Q. S. 19' 
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賞
h
額
の
大
小
正
に
臨
時
じ
て
探
準
卒
を
定
め
、
之
を
醸
金
金
額
及
土
地
建
物

ω賃
貸
償
椛
全
額
に
池
用
す
る
こ
ピ

に
よ
り
て
此
趣
旨
に
通
う
こ
ピ
を
得
る
(
註
一
二
)
。

グ
ヲ

1
7
は
、
岬
闘
の
一

λ
力
。
年
自
説
枕
椋
平
改
正
に
つ
き
、
此
が
岩
傍
輯
由
本
質
に
よ
り
峰
件
き
れ
た
る
枕
申
白
黒
地
配
備
ふ
と

〉叩

L
V
A
た
が
、
訓
れ
て
も
ま
だ
不
J
l

ハ
ベ
て
あ
り
、
私
山
い
ふ
ず
つ
に
す
る
の
で
、
初
め
て
能
〈
此
目
的

ι
油
つ
lr

思
ふ
。

(
睦
-
ニ
)

l凶舶嗣値舗飴也凶晴樹4・R動剛".".... 俳句，".刷.~幽削.~'"'~州附"，-，..，，~，.，ÅO 何』齢 白 白

B
並
(
短
所

い
税
質
上
|
|
此
税
が
人
税
で
な
〈
し
て
、

楽
部
員
が
負
抽
出
す

ιピ
L
t
、
其
り
会
き
人
的
能
力
に
比
'
し
て
之
に
釣
合
は
凶
負
捻
ご
な
る
を
弛
れ
必
ピ
い
ふ
こ

一
の
物
的
の
税
で
あ
り

一
の
消
費
税
で
あ
る
絡
め
・

之
を
供

さ
が
あ
る
o

或
皮
ま
で
は
課
税
技
術
上
重
荷
け
ら
れ
て
、
能
力
仁
臆
じ
た
負
捻
己
は
な
る
が
、
共
差
等
日
似
梨

部
員
の
能
力
に
相
臆
し
た
も
の
さ
は
い
へ
な
い
。
異
つ
セ
倶
楽
部
の
部
員
の
聞
に
、
及
同
一
倶
楽
部
に
属
す
る
別

異
人
の
間
に
、
各
の
能
力
・
各
の
人
的
能
力
に
相
応
し
柁
差
等
負
措
ご
は
必
宇
し
も
な
り
符
な
い
。
叉
供
幾
部
に

関
係
せ
宇
し

t
能
力
の
大
い
も
の
が
あ
り
、
何
れ
か
の
倶
楽
部
に
関
係
し
て
而
山
川
も
能
力
の
小
い
も
の
が
あ
り
、

倶
楽
部
に
属
す
る
も
の
ゴ
胤
せ

F
る
も
の
ご
の
間
に
も
込
用
T

な
負
備
ご
な
る
ニ
子
炉
」
得
な
い
。
併
し
此
は
此
枕
の

性
質
上
巳
む
を
得
ぞ
}
ご
で
・

一
般
に
物
税
や
消
費
税
の
認
め
ら
れ
る
以
上
は
、
此
倶
刷
用
部
枕
も
之
を
認
め

t
良

し、
。

何
時
嫁
閥
係
上
|
|
此
枕
が
課
税
の
促
宜
上
、
供
出
端
部
員
炉
ら
直
接
取
ら
れ
?
・
倶
楽
部
か
ら
取
ら
れ

τ‘

叢

百E

倶

揖

部

枕

諭

第
二
十
四
番

抗
炉
問
班

じ

Grafj a. <l.. O. S. 192・20) 
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3龍

倶

醐

京

都

結

論

前

第
二
イ
凹
巷

，、

凹

第
削
披

ノ一、

之
よ

h
L
τ
部
員
に
鱒
嫁
古
る
、
こ
ご
を
期
待
す
る

ω
に
、
此
酬
明
嫁
が
必
す

L
も
・
質
現
す
る
ど
は
保
誼
出
来
十
、

其
縛
め
立
時
間
者

ω
期
待
に
反
し
た
不
公
卒
を
生
中
る
の
で
は
な
い
か
ど
も
考
へ
ら
れ

ι。
併
し
冷
静
に
考
へ

Z

吉
、
此
殺
の
如
き
は
む
し
ろ
期
待
せ
ら
れ
た
輔
嫁
の
行
は
れ
易
き
も
の
正
い
ふ
て
良
〈
(
註
二
三
、
此
鮎
に
開
す
る

心
配
は
組
制
ご
は
い
へ
凶
ま
で
も
‘
殆
ん
ど
い
ふ
に
足
ら
同
も

ω己
し
て
良
h
y
o

ワ
グ

ー
は
、
此
に
於
て
泊
側
、
否
な
殆
ん
ど
例
外
hu
〈
、
品
目
合
員
が
み
中
一
〈
枕
を
負
必
こ
と
A

な
る
で
あ
ら
う
主
い
ふ
て
居
る
叫

(
E
-
一一-一)

ニ
財
政
牧
入
上

A
其
長
所
|
|
此
枕
が
兎
も
角
も
、

日出る
o

財
政
需
要
の
増
減
に
際
し
て
税
率
を
増
減
す
る
に
於
て
、
良
(
共
目
的
を
遼
L
得
る
。
必
要
の
増

L
た柏崎

一
の
牧
入
狐
で
あ
今
、
且
つ
叉
、
或
皮
ま
で
枚
入
の
田
川
仲
カ
を
も
有
っ
て

め
に
税
率
を
引
上
「
る
も
、
課
税
物
件
及
棋
準
が
大
に
減
退
し
て
牧
制
が
減
少
す
る
な
ど
い
ふ
こ
ど
は
殆
ん
ど
な

ぃ
。
又
或
度
ま
で
刷
曾
の
進
歩
に
件
一
れ
て
此
が
課
税
物
件
u
A
棋
準
が
培
加

L
、
随
っ
て
自
然
増
牧
を
期
す
る
こ
ど

を
得
る
ご
い
ふ
こ
芭
も
あ
る
。

何
比
九
短
所
1

1
但
だ
此
枕
の
一
枚
額
が
ゐ
ま
り
大
な
ゐ
も
の
で
は
な
い
ご
い
ふ
-
で
心
が
ゐ
つ
工
(
註
-
山
)
、
此
貼
か

ら
大
な
重
吉
を
有
も
得
心
ご
い
ム
ニ
ピ
は
ゐ
る
。
併
し
牧
額
は
似
A
T
小
〈
て
も
・
今
日
の
財
源
依
乏

ω時
世
に
は

決
し
て
無
意
義
の
も
の
で
は
な
い
さ
も
い
ふ
こ

F
T得
る
。

(
匪
-
四
}

f
l
リ
ュ
ー
は
、
此
粧
の
献
駄
と
し
て
牧
入
自
大
な
ら
ざ
る
と
主
を
事
げ
、
バ
ス
テ
ー
ブ
ル
共
他
も
之

E
指
摘
す
O

此
を
貨
制
か
ら
い

Wagner， a. a. O. S. 783 21) 
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ふ
て
も
、

州
国
白
此
枕
採
川
品
目
初
白
一
入
ヒ
二
年
に
吋
一
-
一
六
一
一
、
一
ニ
九
五
山

τあ
っ
た
が
、

一
入
七
三
年
に
ほ
一
、
三
四
二
、
九
λ
凶
法
と
な
り

一
入
七
回
年
に
は
一
、
凶
ニ
一
一
一
、
九
一
一
一
二
法

3
 

4

‘
 

0
0法
と
い
ふ
に
過
ぎ
な
L
V

国

一
八
八
入
年
に
は
つ
凹
入
門
、

0
0
0法、

陣
っ
て
一
大
ニ

-h
年
に
は
=
一
、
五

0
0
、

c

:， " 

三
闘
民
経
済
上

A
北
(
長
所

け
集
積
極
的
な
る
も
の
|
|
此
枕
は
之
に

t
h
て
戒
皮
ま
で
有
閑
階
級
を
抑
制
[
、
彼
等
を
し

τ
一
層
勤
勉

な
ら
し
め
・
産
業
に
従
は
し
め
る
こ
己
、
な
る
己
い
ふ
を
得
る
(
註
一

仙
闘
の
此
杭
制
政
山
川
山
に
多
少
此
引
が
あ
っ
た
。

) 。

(
鮭
戸
五
)

日
川
其
消
樋
的
な
る
も

ω

而
か
も
此
税
が
佐
々
仁
[
て
多
〈
の
税
に
見
る
や
う
な
、
則
産
元
本
を
侵
蝕
す

る
己
か
、
産
業
交
通
を
妨
害
す
る
ご
か
い
ふ
執
が
之
な
〈
て
務
U
Z
ν

ム
こ
ご
も
あ
る
富
一
山
)
O

ポ

l
リ
ユ

l
は
、
此
砥
が
向
車
止
抗
を
妨
「
ふ
こ
a
と
な
し
L
C

い
ふ
て
貯
る
。

(
註
-
穴
)

引
英
短
所
1
1併
L
叉
、
此
税
ゐ
る
が
斜
め
に
人
々
の
活
気
を
鈍
ら
[
め
、
且
つ
商
業
取
引
の
進
捗
を
妨
円
、

4

zν
ふ
ニ
ピ
が
生
じ
得
る
。
元
来
、
人
は
年
中
、
働
い

τの
み
居
れ
る
も
の
で
な
く
、
働

ν
E
の
み
屠
る
べ
き
も

ωで
も
な
い
ら
人
は
働
き
っ
、
も
慰
安
娯
幾
を
有
た
な
り
れ
ば
な
ら
嗣
o

此
枕
が
同
県
仁
遊
ん
で
日
出
る
引
閑
人
を
課

す
る

rげ
で
は
無
害
有
盆
で
あ
る
が
.
此
の
大
に
活
動
し
て
日
出
品
人
の
慰
安
材
料
を
も
抑
制
し
て
、
其
銭
め
彼
等

論

第-一

f
凹
寄

Hm問
脱

メL

3佐

倶

損

部

粧

諭

ノ、
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第
二
十
四
巻

ハ一】一六

第
四
披

論

議

。

倶

集

部

税

論

の
活
動
力
を
鈍
ら
し
む
る
だ
げ
に
て
は
有
害
な
り
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
叉
今
日
の
経
済
枇
曾

J

い
て
は
人
一
己
交

沙
す
る
範
囲
が
成
〈
、
此
枇
交
倶
楽
園
出
に
て
談
笑
し
て
居
る
聞
に
共
収
引
の
進
捗
す
る
ご
い
ふ
こ
ど
が
少
〈
な

ハ
ー
。
今
此
倶
楽
Jd
叩
仁
課
税
す
る
ピ
き
は
、
折
角
町
此
有
盆
な
る
取
引
の
進
行
を
妨
ぐ
る
の
結
山
本
己
な
る
£
い
ふ
こ

己
も
ゐ
品
。
愈
'q
以
て
経
済
の
滋
這

ω上
に
望
ま
し
か
ら
す
ご
い
ふ
も
の
で
ゐ
る
。
併
し
、

き
う
は
い
ふ
も
の
、

此
枕
を
課
し
た
か
ら
ピ
い
ふ
て
・
か
(
川
矯
め
に
犬
山
り
倶
幾
郎
利
用
者
を
し
て
北
戸
川
川
用
を
底
止
せ
し
め
る
ご
い
w

ふ
ほ

y-
凶
も

ω
で
は
ゐ
る
ま
じ
〈
.
此
税
が
活
動
者
の
活
動
全
鈍
ら
し
め
・
輝
雄
相
交
通
の
進
行
闘
揃
を
妨
ぐ
る
さ
い
ム

こ
ご
も
、
大
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
さ
思
は
る
、
。

四
枇
曾
政
策
上

A
其
長
所
1
1
1
此
税
の
如
く
大
慨
に
於
て
有
閑
有
産
階
級
を
蹴
税
す
る
も
の
は
、
下
屠
無
康
大
衆
に
於
て
良
き

戚
知
を
有
た

L
む
る
。
ご
い
ふ
こ
ご
が
ゐ
っ
て
、
幾
分
か
枇
曾
的
反
戚
を
緩
和
す
る
に
足
る
し
、
他
方
、
此
が
牧

額
が
一
凪
曾
事
業
費
に
向
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
此
紡
か
ら
し
で
も
枇
曾
政
策
上
有
徒
で
あ
る
ご
し
な
り
れ
ば
な
ら

... 
0 

B
其
短
所
|

l
併
L
此
税
が
翠
に
有
産
階
級
の
み
り
負
捻
ご
な
ら
十
し
て
、
下
唐
無
産
階
級
も
の
供
巣
部
を
却
附

す
る
こ
ご
あ
る
だ
げ
で
は
.
一
枇
曾
政
策
上
遺
械
の
ニ
正
、

l-
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
C

併
し
其
課
税
は
自
ら
粗
い
負
携

仁
止
ま
h
、
上
屠
枇
舎
の
も
の
に
比
し
て
は
透
か
に
奨
な
も
の
じ
過
ぎ
な
か
ら
う
か
ら
、
茸
(
を
大
し
た
敏
貼
Z
は

-、.
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レ
ふ
じ
及
ぶ
ま

ν。

五
文
化
政
策
上

A
英
長
所
|
|
倶
幾
・
泌
が
本
来
枇
品
目
生
活
を

L
て
有
意
義
な

ι
L
む
る
良
、
き
制
度
三
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
け

れ
い
と
も
、
質
際
に
は
理
想
通
り
に
往
か
宇
し
て
、
此
に
て
悪
し
き
習
慣
が
養
は
れ
、
思
し
き
風
儀
が
行
は
れ
、
思

徳
ご
い
ν

ふ
べ
き
も
め

J

を
槍
長
す
る
こ
Z

M

Y

少
〈
な
い
V
O

某
れ
に
り
に
於
て
之
を
抑
制
す
べ
き
課
税
が
良
き
も

ωに

ごい
u

へ
る
(
良
一
七
)
O

(
註
-
七
}

ポ
l
リ

A
i
H
、
雌
格
な
る
立
法
唱
の
好
む
所
白
謀
枇
物
向
山
一
は
各
語
。
遊
び
だ
と
し
て
、
供
出
部
祉
を
共
一
一
と
勾
L
、
そ
し
て
此

‘
 

叫
楽
部
は
原
則
上
は

A
さ
制
度
だ
が
、
質
際
に
は
往
々
に
し
て
必
し
き
仙
習
を
行
ふ
も
の
た
と
い
ふ
て
・
居
る
。

B
其
短
所
|
|
所
が
此
課
税
に
よ
り
て
、
文
化

ω向
上
に
支
献
す
べ
き
布
意
義
な
る
倶
楽
部
を
も
抑
制
す
る
の

紋
織
を
作
ふ
註
一
八
百

一
部
の
も
の
は
械
的

τ上
品
な
良
好
な
悦
楽
部
で
あ
hJ
、
又
一
部
の
も
の
は
、
多
少
の
不

良
分
子
を
合
む
に
せ
よ
同
時
に
準
装
の
進
歩
.
或
は
趣
味
の
向
上
、
成
く
文
化
の
進
展
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

之
を
謀
枕
す
る
の
は
文
化
政
策
上
は
県
ま
し
か
ら
す
ピ
も

ν
へ
る
。
左
bJ
ピ
て
倶
楽
部
中
、
有
寂
な
る
も
の
を
兎

枕
す
る
ピ
し
て
も
、
課
税
す
る
も
の
己
免
税
す
る
も
り
ご
の
分
界
を
定
め
る
こ
ピ
が
困
難
で
あ
り
、
強
ゐ

τ之
セ

定
め
る
正
き
に
、
立
法
者
の
恋
意
、
叉
政
行
政
官
の
恋
起
の
行
は
る
、
の
川
世

7
べ
か
ら

F
る
こ
正
、
も
な
る
(
註
↑

九
)
O

特
に
其
比
較
的
有
盆

ω肢
の
劣
る
も
の
で
あ
っ

τも
、
之
を
課
税
じ
よ
h
て
抑
制
す
る
芭
き
仁
.
我
闘
の
如

論

議

保

耐

車

部

松

鶴

第
二
十
四
谷

ハ
三
七

停
凹
雌
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論

起陸

旧
山
梨
部
枯
論

第
二
十
四
書

ハ一ニ
λ

第
四
腕

き
蕗
で
は
、
之
に
代
る
べ
き
待
合
其
他
類
似
の
不
良
な
も
の
、
後
逮
を
議
め
る
恐
も
あ
る
o

に
か
ら
其
よ
り
は
ま

に
、
供
幾
部
を
自
由
に
胤
明
日
成
せ
し
め
た
方
が
ま
し
に
ご
も
い
ふ
を
得
る
。
尤
も
一
具
に
準
ん
で
考
ふ
る
正
き
に
、
此

倶
幾
部
に
課
税
す
る
さ
し
工
、

之
が
代
用
物
た
る
べ
き
待
合
等
へ
は
其
れ
に
け

此
へ
の

一
層
重
ド
枕
を
献
し

τ.

鱒
向
を
防
「
正
い
ふ
ご
ご
が
山
朱
ぬ
こ
と
も
な
い
。

(
陸
-
八
)

山

市

l
リ
ュ
ー
は
此
枇
が
民
に
布
証
な
る
協
骨
に
溜
ら
す
腕
。
古
川
加
を
、
此
祉
の
快
枯
と
し
て
僻
げ
て
明
る
@

t
l
リ
λ
l
は
、
此
が
多
少
立
叫
苦
心
揃
断
だ
と
い
ふ
て
凶
る
。

(
註
-
九
)

六
課
税
技
術
上
及
人
民
負
路
上

(
 川

川
並
(
長
所
此
税
の
課
税
物
件
は
一
定
の
曾
場
を
も
有
も
、
多
少
公
然
的
も
の
に
か
ら
之
b
a
捕
捉
す
り
こ
ご
も
容

(
 

日
却
で
ゐ
ー
り
、
課
税
す
ぺ
き
似
梨
郁
己
免
税
さ
る
、
類
似
の
も
の
ど
の
限
界
も
左
ま
で
ム
ハ
っ
か
[
い
こ
ピ
で
は
な
〈

(
註
二

O
)
、
其
蹴
税
標
準
を
定
め
る
の
も
左
ま
で
六
っ
か
し
い
も
り
で
な
い
。
其
の
特
仁
耐
日
場
の
賃
貸
樹
械
の
如

き
技
術
上
之
を
定
め
る
こ
ご
は
他
に
先
例
も
少
か
ら
守
し
て
、
全
〈
自
社
日
却
で
あ
る
(
説
一
ご
)

U

I

(

れ
に
其
課
税
物
件

に
L
ろ
課
税
標
準
に
し
ろ
・
供
楽
部
に
就
い
て
行
は
れ
て
、
部
員
各
個
の
経
済
に
つ
い
て
行
は
れ
ぬ
か

ι、
共
経

済
の
内
般
に
立
入
ら
す
、
彼
等
ピ

L
て
、
負
鍛
し
易
い
己
レ
ふ
こ
ど
も
あ
る
(
計
三
一
)
O

池

山
口
品
川
ー
な

L
と
い
ふ
。

グ
ヲ

l
フ
は
、
此
に
て
は
、
租
枯
J4紛
の
限
川
叶
に
幽
す
る
解
緯
ょ
の
困
難
も
、

(
註
ニ
-
)
グ
ラ

l
ァ
は
、
山
聞
の
一
八
九

O
年
の
改
正
に
於
て
狩
場
明
賃
貸
悦
怖
を
訓
枕
幌
中
に
加
へ
た
こ
と
に
附
嚇
し
て
、
特
に
此
賃
貸
倒
椛

に
於
て
、
特
段
な
る
悶
雄
を
作
ふ
こ
と
な
〈

L
c
、
良
〈
温
川
川
な
る
隠
附

L
就
き
外
出
川
標
準
が
得
ら
る
h

。
最
多
f
m
坊
骨
に
向
慣
な
帥
ち
者
移

(
註
ニ
ロ
)

一
般
に
心
配
す

Beaulieu. 1. c. p. 432. 
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的
た
合
他
匹
、
大
袈
裟
に
設
備
さ
れ
た
市
街
地
明
的
な
位
見
山
徴
誼
だ
と
い
ふ
こ
と
を
悩
定

L
得
る
か
り
と
い
ふ
て
居
る
ひ

(
桂
ニ

)

r

l
り
ユ

T
は
、
此
枕
が
人
々
心
私
生
活
を
坊
「
る
と
と
な
き
こ
見
を
指
抑
し
て
居
り
、
ゲ
ラ
1

7
も
、
此
砥
に
あ
り
て
は
、
義
務
者

川

内
柿
ま
し
き
厄
介
と
い

λ
と
と
も
、
一
般
に
心
配
す
る

ιは
及
ば
山
と
い
edα

的
北
(
一
知
所

l
l尤
も
此
枕
に
於
け
る
課
税
物
倒
的
範
囲
を
定
め
る
に
つ
き
、
其
除
外
例
合
定
め
る
に
つ
き
、
社
(

は
立
法
上

ωみ
な
ら
ず
、
行
政
上
も
多
少
面
倒
が
あ
る

L
、
課
税
牒
準
の
評
定
正
い
ふ
こ
ど
も
戒
程
度
ま
で
六

っ
か
し
く
共
hr
ら

L
て
遁
脱
山
品
川
山
ゐ
h
t
も
い
へ
る
の
で
ゐ
る
が
、
併
し
此
闘
の
事
は
結
局
多
少
は
何
の
税
に

も
品
目
れ
同
事
で
あ
っ

1
、
川
悦
本
的
重
大
な
糊
に
於
て
諸
に
他
山
り
議
内
結
に
於
て
此
税
が
承
認
5
れ
る
ご
い
ふ
な
ら

ば
、
此
に
い
ふ
紡
の
如
、
さ
は
全
〈
忽
び
得
べ
き
も
の
正
い
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
u
o

最古
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iil田

以
上
要
之
、
供
制
捜
部
税
以
一
の
翁
修
的
消
費
税
で
ゐ
る
娯
楽
税
の
特
殊
な
る
も
の
ご
も
い
ム
ペ
〈
、
公
平
課
税

上
、
則
政
牧
入
上
、
図
民
経
臨
胴
上
‘

刑
命
日
政
策
上
.
文
化
政
策
上
、
謀
税
技
術
上
、
或
府
民
ま
で
快
制
な
き
を
得
川
町

所
で
は
め
る
が
、
併
し
同
時
に
右
の
凡
べ

τω
見
地
か
ら

L
て
、
相
官
帥
川
越

L
符
べ
主
ら
の
を
布
つ
所
で
あ
り
・

現
じ
仰
闘
に
先
例
も
あ
る
の
日
い
か
ら
、
之
を
我
凶
の
如
き
に
、
移
し
作
る

ωも
不
都
合
で
は
な

ν
。
之
を
作
る
ご

L
て
、
共
叫
俳
誌
は
仰
凶

ω例
を
参
照
し
て

h

一
真
ら
に
戎
度
内
改
良
を
加
へ
、
特
に
h
u
し
ろ
地
方
税

E
L
て
地
方
の

枇
曾
改
良
資
源
に
供
す
る
の
が
最
通
切
の
や
う
に
思
ム
。
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